
（２） 利用できる排出事業者 

横浜市内の事業所から発生する産業廃棄物を処分しようとする者 

 

横浜市内の中小企業の事業者 

その他特に市長が適当と認めた事業者 
 

 
 
 
 
 
 
 

（３） 埋立処分できる産業廃棄物の種類 

種 類 代 表 例  種 類 代 表 例 

廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成ゴムくず 燃 え 殻 
石炭がら、コークス灰、廃活性炭、産業廃

棄物の焼却残さ 

ゴ ム く ず 天然ゴムくず 汚 泥 
メッキ排水処理汚泥、水洗ブースかす、塗

料かすを含むサンドブラスト廃砂 

金 属 く ず 金属切削くず 鉱 さ い 
スラグ、ノロ、鋳物廃砂、サンドブラスト

廃砂（ただし、塗料かすを含まないもの） 

 ガラス・コン

クリート・陶磁

器くず 

板ガラス、便器、廃石膏ボード、コンク

リート破片等 
※ 「がれき類」に該当するものは除く 

ば い じ ん 
ばい煙発生施設等の集塵施設で捕捉した

もの 

が れ き 類 

工作物の新築、改築又は除去に伴って生

じたコンクリート破片、その他これに類

する不要物（スレート板、レンガ片等） 

その他特に市長

が適当と認めた

もの 

－ 

石綿含有産業廃棄物は埋立処分できますが、特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」は埋立処分できません。

また、水銀廃棄物（廃水銀等、水銀含有ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物 等）は埋立処分できません。 

中小企業の要件 

左欄の業種に対し、右欄の資本金または

従業員数を超えなければ中小企業です 

（中小企業基本法第 2 条第 1 項の規定による） 

業種 資本金 従業員数 

卸 売 業 １億円 100 人 

サービス業 5000 万円 100 人 

小 売 業 5000 万円 50 人 

製 造 業 

３億円 300 人 
建 設 業 

運 輸 業 

そ の 他 

その他市長が認めた事業者  

★横浜市  当面の間、市長が認める事業者 

★横浜市が出資する外郭団体 

（以下「公社等」という） 

★次の工事の請負人 

・横浜市内の住宅（戸建住宅・集

合住宅等）の建設工事 
★公益法人 

（宗教法人、医療法人、学校法人等） 
・横浜市が関わる都市開発事業及 

び都市再開発事業の工事 ★次の者が発注する工事の請負人 

・横浜市 
 

・公社等 

・国 

・神奈川県 

 

★市外の中小企業者であって、横

浜市民の所有する横浜市内の個

人用住宅の解体工事の請負人 
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